
催
し・講
座・募
集

く
ら
し・相
談

健
康・福
祉

子
育
て・教
育

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

問
市
民
課☎７

７
３・６
６
６
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
は
お
早
め
に

問
税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３・６
６
６
８

償
却
資
産
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

問
税
務
課 
資
産
税
班

☎
７
７
３・６
６
６
８

低
未
利
用
土
地
等
確
認
書
の
発
行

問
南
魚
沼
警
察
署

☎
７
７
０・０
１
１
０

　
警
察
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
＃
９
１
１
０

市
役
所
職
員
を
名
乗
る
詐
欺

電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

「
携
帯
電
話
を
持
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ

へ
誘
導
」
は
詐
欺
で
す
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マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
の
対

象
と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
オ
ン
ラ
イ
ン
や
郵
送
に
よ
る
申

請
は
12
月
末
ま
で
可
能
で
す
。（
市

役
所
窓
口
で
の
申
請
は
12
月
28
日

㈬
ま
で
）
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
は
、

お
好
き
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

サ
ー
ビ
ス
で
使
え
ま
す
。
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
の
申
込
締
切
は
、
令
和

５
年
２
月
末
で
す
。

現
在
、
市
役
所
窓
口
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
人
が

多
く
、
大
変
混
み
合
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
、

郵
送
な
ど
で
も
で
き
ま
す
。（
市
役

所
窓
口
以
外
で
申
請
し
た
場
合
、

カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
市
役
所
窓

口
へ
の
来
庁
が
必
要
で
す
）

申
請
窓
口　
市
民
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

持・
通
知
カ
ー
ド

・
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

１
点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

・
そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
や
家
屋

以
外
の
事
業
用
の
構
築
物
、
機

械
、
備
品
な
ど
の
有
形
資
産
の
こ

と
で
す
。
駐
車
場
の
ア
ス
フ
ァ
ル

個
人
が
、
令
和
２
年
７
月
１
日

〜
令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
譲
渡
の
年
の
１
月
１
日
に
所

有
期
間
が
５
年
を
超
え
、
土
地
と

そ
の
上
物
の
取
引
額
の
合
計
が

５
０
０
万
円
以
下
な
ど
、
一
定
の

要
件
を
満
た
す
低
未
利
用
土
地
等

（
空
き
家
・
空
き
地
・
空
き
店
舗

書
類
１
点
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
な
ど
）

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
あ

る
人
）

※
顔
写
真
は
窓
口
で
無
料
撮
影
可

申
請
は
延
長
・
日
曜
窓
口
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す（
本
庁
舎
の
み
）

延
長
窓
口

　

12
月
14
日
㈬
、
21
日
㈬

　

午
後
５
時
15
分
〜
７
時
30
分

日
曜
窓
口

　

12
月
11
日
、
25
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
３
時

※
住
民
票
、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん

予
約　
不
要

※
交
付
は
原
則
３
日
前
ま
で
に
予

約
が
必
要
で
す
。（
当
日
申
し

込
み
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）
持
ち
物
も
申
請
と
は
異

な
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

ト
舗
装
や
消
雪
設
備
、
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
や
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
な

ど
の
大
型
特
殊
自
動
車
も
含
ま
れ

ま
す
。

　

令
和
５
年
１
月
１
日
時
点
で
、

固
定
資
産
の
課
税
対
象
と
な
る
償

却
資
産
を
所
有
す
る
事
業
者
は
、

所
有
状
況
を
記
入
し
た
申
告
書
を

期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
を
課

税
さ
れ
て
い
る
資
産
は
、
申
告
不

要
で
す
。

　

継
続
申
告
の
事
業
者
に
は
、
申

告
書
を
12
月
中
旬
に
郵
送
す
る
予

定
で
す
。
申
告
書
が
届
か
な
い
場

合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〆
令
和
５
年
１
月
31
日
㈫

提
出
先　
税
務
課 

資
産
税
班
、　

　

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

な
ど
）
を
譲
渡
し
た
場
合
、
そ
の

譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
１
０
０
万

円
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
譲
渡
所
得
の
控
除
を
受
け

る
に
は
、市
町
村
が
発
行
す
る「
低

未
利
用
土
地
等
確
認
書
」
を
添
付

し
て
、
最
寄
り
の
税
務
署
へ
確
定

申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
「
低
未
利
用
土
地
等
確
認
書
」

は
、
特
例
措
置
の
控
除
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
を
確
約
す
る
書
類

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
請
か
ら

発
行
ま
で
７
〜
10
日
程
度
か
か

り
ま
す
。
税
務
署
へ
の
確
定
申

告
の
手
続
き
期
限
を
考
慮
し
、

余
裕
を
も
っ
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
は
、
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（「
低
未
利
用
土
地
」
で

検
索
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

南
魚
沼
警
察
署
管
内
で
還
付
金

詐
欺
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

手
口
は
、
市
役
所
職
員
を
名
乗
っ

て
口
座
番
号
を
聞
き
出
し
、
そ
の

後
金
融
機
関
な
ど
の
職
員
を
名

乗
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
他
人
名

義
の
口
座
に
振
り
込
ま
せ
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
携
帯
電
話

を
持
っ
て
い
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作

が
容
易
に
可
能
な
、
特
に
60
代
女

性
の
被
害
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
介
護
保
険
料
な
ど
の

還
付
金
の
手
続
き
を
、
電
話
や

Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
な
ど
で
案
内
す
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
還
付
金

が
あ
る
な
ど
の
電
話
が
あ
っ
た
ら
、

一
度
電
話
を
切
り
、
家
族
や
市
役

所
、
警
察
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

※
介
護
保
険
料
の
還
付
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
介
護
保
険
課

（
☎
７
７
３
・６
６
７
５
）
ま
で

南
魚
沼
地
域
安
全
協
会
安
全
安
心

メ
ー
ル
に
ご
登
録
く
だ
さ
い

南
魚
沼
警
察
署
で
は
、
特
殊
詐

欺
の
情
報
や
ク
マ
の
出
没
情
報
な

ど
を
随
時
メ
ー
ル
で
配
信
し
て
い

ま
す
。
次
の
Ｑ
Ｒ
か
ら
簡
単
に
登

録
で
き
ま
す
。

※
登
録
は
無
料
。
情
報
受
信
な
ど

に
か
か
る
通
信
料
は
個
人
の
負

担
と
な
り
ま
す


